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第１章 総則 

 

１－１ 適用範囲 

１．本特記仕様書は、次の業務委託（以下「本業務委託」という。）に適用する。 

（１）委託番号 印業令３第６号 

（２）委 託 名 四街道市第３供給地点流量調節弁等点検整備業務委託 

（３）委託箇所 四街道市千代田１丁目１４番地（四街道市第３供給地点）他４箇所 

（４）委託期限 契約日の翌日から令和３年１１月３０日限り 

 

１－２ 実施範囲 

１．本業務委託の実施範囲は、本特記仕様書に規定する供給地点に設置している流量

調節弁等の点検整備、動作確認等の一切を含むものとする。 

 

１－３ 一般事項等 

１．受注者は、本特記仕様書に明記されていない事項があっても本業務委託の実施上

当然必要と思われるもの、または、軽微な作業等は、組合職員（以下「監督職員」

という。）の承諾を得て実施しなければならない。なお、本業務委託の実施に伴い当

組合及び第三者の工作物等に損傷を与えた場合は、監督職員に連絡の上、受注者の

負担により速やかに復旧すること。 

２．受注者は、本業務委託に係わる諸法令を遵守し、作業の円滑な進捗を図るととも

に諸法令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。また、本業務

委託の実施に必要な届出等は受注者がこれを代行し、製品等に関し特許等に抵触す

るものがあるときは、全て受注者の責任において処理すること。 

３．設計図書に疑義が生じた場合は、監督職員との協議により決定する。 

４．受注者は、業務主任技術者の選任にあたっては、必要な知識と経験を有する技術

員を選任しなければならない。 

５．受注者は、監督職員と十分打合せの上、当施設運用への影響を最小限にとどめる

よう本業務委託を実施すること。 

６．受注者は、委託期間中に機器・材料・工具等を仮置きする場合は、当組合庁舎管

理規程に基づき庁舎の使用許可を申し出ること。また、作業現場及び機器等は適切

な養生を行い、現場内の管理は受注者の責任とする。 

７．業務実施上必要な電源は、受注者の負担とする。 
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８．委託箇所は、水道用水供給施設であるため、作業員の衛生管理は十分行い、他の

施設にはみだりに立ち入らないこと。 

９．保証期間は、業務委託契約書に基づくものとし、この間の故障もしくは欠陥につ

いて受注者は速やかに原因を調査すること。また、原因が本業務委託に起因する場

合は、交換または修理しなければならない。この場合、費用については受注者の負

担とする。その他、当組合の規程による。 

10．設計変更は、組合の単価及び積算歩掛に基づくものとする。ただし、軽微な内容

については変更の対象としない。なお、受注者は、変更の必要が生じた場合は、速

やかに監督職員に申し出て組合と協議するものとする。 

11．受注者は、次の書類を遅滞なく提出すること。 

（１）契約後 

① 業務着手届         （契約後 ７日以内）      ２部 

② 業務主任技術者選任通知書  （契約後 ７日以内）      ２部 

（経歴書、資格証及び資格を証明する書類の写し並びに当該企業との直接的 

かつ恒常的な雇用関係があることを証する書面の写しを添付すること。） 

③ 業務工程表         （契約後１４日以内）     ２部 

（２）着手後 

① 業務実施計画書      （原則として契約後３０日以内） ２部 

（委託概要、実施工程表、現場組織表、安全管理、作業方法等） 

② 庁舎使用許可申請書      （  必要の都度  ）     １部 

③ 作業員名簿          （ 必要の都度 ）     １部 

④ 腸内細菌検査（検便）結果の写し（ 必要の都度 ）     １部 

  〔業務主任技術者、作業責任者等〕 

⑤ 材料承諾願          （ 必要の都度 ）     ３部 

⑥ 作業要領書、手順書      （ 必要の都度 ）     ２部 

⑦ 材料確認願          （ 必要の都度 ）     ２部 

⑧ 建設副産物処理承認申請書   （ 作業着手前 ）     ２部 

⑨ 作業報告書          （ 当日作業後 ）     １部 

（３）業務完了時 

① 業務完了報告書                        ２部 

② 建設副産物処理調書                    ２部 

③ 安全・訓練等実施状況報告書                 ２部 
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④ 点検整備完了報告書（Ａ４サイズ）             ２部 

（図面Ａ１、その他Ａ４サイズとする。） 

○業務の完了に伴って、点検整備結果を整理し報告するものとする。 

・点検整備の結果、見解考察。 

・点検整備関係図 

※結果報告は良否の判断基準を明確にすること。 

⑤ 点検整備記録写真帳（Ａ４サイズ）              １部 

（４）その他 

① 必要に応じて監督職員が指示したもの。 

 

第２章 業務の概要 

 

２－１ 業務の概要 

１．本業務委託は、供給地点に設置している流量調節弁等の故障を未然に防止し、調

節弁の性能維持を図ることを目的とし、バルブギア部及び制御部の点検整備を行う

ものであり、その概要は次のとおりである。 

（１）バルブギア部点検整備工 ・・・・・・ ７台 

（２）制御部点検整備工 ・・・・・・・・・ ８台 

［ 内 訳 ］ 

 ① 四街道市第３供給地点 四街道市千代田１丁目１４番地 

（四街道市第３浄水場内） 

   流量調節弁        １台 

 ② 八街市第２供給地点  八街市榎戸４１５番地 （八街市第２配水場内） 

   流量調節弁        １台 

 ③ 印西市平岡供給地点  印西市別所１２８９番１（印西市平岡配水場内） 

   流量・圧力調節弁     ２台 

 ④ 印西市松崎供給地点  印西市松崎台１丁目９番（印西市松崎配水場内） 

   流量・圧力調節弁     ２台 

 ⑤ 印西市印旛供給地点  印西市美瀬１丁目１７番（印西市印旛配水場内） 

   流量・圧力調節弁     ２台 

 

 



 - 4 - 

２－２ 点検整備対象機器仕様 

１．四街道市第３供給地点 流量調節弁 

（１）バルブ形式：ＲＶＭ－１５０（ロートバルブ） 

（２）駆動方式：電動 ２００Ｖ ５０Hz ０.２８ｋＷ 

（３）バルブコントロール部形式：ＳＭＢ－０００ 

２．八街市第２供給地点  流量調節弁 

（１）バルブ形式：ＲＶＭ－２５０（ロートバルブ） 

（２）駆動方式：電動 ２００Ｖ ５０Hz ０.２８ｋＷ 

（３）バルブコントロール部形式：ＳＭＢ－０００ 

３．印西市平岡供給地点 流量調節弁 

（１）バルブ形式：ＲＶＭ－１５０（ロートバルブ） 

（２）駆動方式：電動 ２００Ｖ ５０Hz ０.２８ｋＷ 

（３）バルブコントロール部形式：ＳＭＢ－０００ 

４．印西市平岡供給地点 圧力調節弁 

（１）バルブ形式：ＭＦＥ－Ｉ－ＳＢ－０００（φ２００ｍｍ キャビレス弁） 

（２）駆動方式：電動 ２００Ｖ ５０Ｈｚ ０.５３ｋＷ相当 

（３）バルブコントロール部形式：ＳＭＢ－０００ 

５．印西市松崎供給地点 流量・圧力調節弁 

（１）バルブ形式：ＲＶＭ－１５０（ロートバルブ） 

（２）駆動方式：電動 ２００Ｖ ５０Hz ０.２８ｋＷ 

（３）バルブコントロール部形式：ＳＭＢ－０００ 

５．印西市印旛供給地点 流量・圧力調節弁 

（１）バルブ形式：ＲＶＭ－１５０（ロートバルブ） 

（２）駆動方式：電動 ２００Ｖ ５０Hz ０.２８ｋＷ 

（３）バルブコントロール部形式：ＳＭＢ－０００ 

 

２－３ 点検整備内容 

１．バルブギア部点検整備工 

  点検整備対象である流量調節弁等のバルブギア部の磨耗状態を確認すると共に、

バルブギア部のグリス交換を行い、点検整備後にバルブの動作確認を行うこと。 

  また、点検整備にあたり開放した箇所には補修塗装を行うこと。 

  なお、印西市平岡供給地点圧力調節弁については、当該点検対象外とするが、グ
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ランド部等について目視による確認を行うものとする。 

（１）バルブギア部点検整備材料（交換材料） 

  ① バルブギア用グリス：シェルアルバニアＥＰグリースＲ０ 

  ② Ｏリング：ＧＳ－２６０ 

   ・八街市第２供給地点 

  ③ Ｏリング：ＡＳ－１７２ 

   ・四街道市第３供給地点、印西市平岡供給地点（流量調節弁）、印西市松崎供給

地点及び印西市印旛供給地点 

２．制御部点検整備工 

  点検整備対象である流量調節弁等の電源養生を行い、制御部（バルブコントロー

ル部）の各制御部品状態の確認及び駆動部品の磨耗状態等を確認する。 

また、制御部内のグリス交換、電機室及び開度計室のパッキン交換、駆動モー 

ター用ガスケット交換、電機室及び開度計室内のゼラスト交換を行う。 

点検整備後には、バルブギア部点検整備と同様に動作確認及び開放した箇所の補

修塗装を行うこと。 

（１）制御部点検整備材料（交換材料） 

  ① 制御部用グリス：ＮＧＣ－ＥＰ０ 

    ・四街道市第３供給地点、八街市第２供給地点、印西市平岡供給地点（流量

調節弁）、印西市松崎供給地点及び印西市印旛供給地点 

  ② 制御部用グリス：モービルギア６００ＸＰ６８ 

    ・印西市平岡供給地点（圧力調節弁） 

  ③ ガスケット類（電機室・モーター用・開度計室） 

  ④ ゼラスト（電機室・開度計室） 

３．その他 

  点検整備作業に関連する調節弁等の開閉操作に伴う送水管内洗浄作業について協 

力すること。 

 

第３章 安全対策 

 

３－１ 公衆災害 

１．受注者は、「建設工事公衆災害防止対策要綱」を遵守し、災害の防止を図らなけれ

ばならない。 
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３－２ 安全・訓練等 

１．安全・訓練等の実施 

（１）受注者は、本業務委託着手後、作業員全員の参加により、月当り半日以上の時

間を割当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・

訓練等を実施しなければならない。 

① 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育 

② 本業務委託内容の周知徹底 

③ 安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底 

④ 本業務委託における災害対策訓練 

⑤ 本業務委託の作業現場で予想される事故対策 

⑥ その他、安全・訓練等として必要な事項 

２．安全・訓練等に関する実施計画書の作成 

（１）受注者は、本業務委託の内容に応じた安全教育及び安全訓練等の具体的な計画

を作成し、業務実施計画書に記載して、監督職員に提出しなければならない。 

３．安全・訓練等の実施状況報告 

（１）受注者は、安全・訓練等の実施状況について、ビデオ等又は作業報告等に記録

した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するととも

に、検査時に提出しなければならない。 

 

第４章 留意事項等 

 

４－１ 留意事項 

１．本業務委託の実施にあたって受注者は下記に掲げる事項に特に留意すること。 

（１）作業方法については、予め委託対象箇所の調査を行い、実施前状況等を確認し

てから、供給地点への送水停止時間が最小限となるよう検討し、監督職員と協議

すること。 

（２）労働安全衛生法を遵守すること。 

（３）経験豊富な技術者及び熟練作業員を派遣し実施すること。 

（４）施設への立入は、監督職員の承諾を得て行うこと。委託対象箇所と直接関係の

ない場所へは絶対に立ち入らないこと。同様に関係のない機器等には絶対に触れ

ないこと。 
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（５）作業当日は、監督職員へ作業前の連絡、作業後の報告を行うこと。なお、連絡

等の予定時間は次のとおりとする。 

① 当日作業内容連絡    ８：３０ 

② 作業時間  昼間作業  ９：００～１６：３０ 

③ 作業終了報告     １７：００ （作業報告書提出） 

（６）設備への影響、危険の伴う作業は、作業条件を十分に検討し、手順書等により

安全・確実な作業を行わなければならない。また、ポンプ場運転管理に影響を与

える部分については予め検討し、事前に作業日ごとの作業要領書を作成し、監督

職員の承諾を得ること。 

（７）他の工事等と業務実施上の支障がないように調整を図ること。また、必要な協

力を行うこと。 

（８）本業務委託の実施については、品質管理に注意を払うこと。 

（９）省エネルギー法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）及びグリーン購入

法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく省エネ基準値

や調達基準等に適合すること。 

（10）再生資源利用促進法（再生資源の利用の促進に関する法律）及び循環型社会基

本法等の関連法規に基づき、構成部品や梱包材等に再資源化可能な素材を使用し

廃棄物の削減化が図られていること。 

（11）発生材の処分に際しては、関係法令等を遵守し、適正な処分を行うこと。 
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